
地方特定道路整備事業について 
１ 概要

 地方特定道路整備事業は、地域が緊急に対応しなければならない課題に応えて 
早急に行う必要がある道路の整備に対して、国土交通省と総務省が連携して、 
補助事業（地域活力基盤創造交付金事業を含む）に単独事業を効果的に組み合わ 
せて整備の促進を図るもの。 

※一般国道（地域活力基盤創造交付金に係る事業に限る）、都道府県道、市町村道が対象。

１．概要 

 ※ 般国道（地域活力基盤創造交付金に係る事業に限る）、都道府県道、市町村道が対象。

２．支援措置 

地方特定道路整備事業 

般財源地方道路等整備事業債（地方特定分）

※参考：通常補助事業 

般 共事業債 般財源

１０ 

一般財源

３０ 

地方道路等整備事業債（地方特定分） 
 

９０ 

交付税 

６０ ３０ ６０ 

一般公共事業債 一般財源

９０ １０ 

補助金 1/2 交付税 

最終負担 70% 最終負担35.0% 

［地方特定道路整備事業のイメージ］               

９０％の内訳 通常分      ７５％ （交付税 ３０％） 
         財源対策債分 １５％ （交付税 ５０％） 

・補助事業：橋梁整備 
・地特事業：拡幅 
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○工業団地と高速ＩＣを結ぶ路線の改良の例 
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